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表紙

　　　　『第８2回定時総会』
文・写真　稲葉　健太郎

　令和３年５月31日（月曜日）、横浜市中区のロイヤルホールヨコハマにて神奈川県土地家屋調

査士会の第82回定時総会が開催されました。今回の定時総会は新型コロナウイルス感染症の流

行により、昨年度同様に本会会館にて人数を制限して行うことも検討いたしましたが、消毒・検

温の実施、マスク・フェイスシールドの着用、ソーシャルディスタンスを考慮し同室内での人数

制限を行い万全の体制で行われました。

　今回の神調報では、大竹会長をはじめ、副会長及びその後の理事会にて承認されました常任

理事、各支部総会にて選任されました各支部長、神奈川県士地家屋調査士政治連盟定時大会に

て選任されました政治連盟会長の就任挨拶を掲載しておりますので是非、ご一読ください。
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神 調 報

　大暑の候、皆様におかれ
ましては、益々ご健勝のこ
ととお慶び申し上げます。
また、日頃は神奈川県土地
家屋調査士会の会務運営に
つきまして、ご理解とご協

力をいただいておりますこと、感謝申し上げま
す。
　本年５月31日ロイヤルホールヨコハマにお
いて開催されました神奈川県土地家屋調査士会
第82回定時総会において、会長に再任いただ
きました川崎支部の大竹正晃と申します。どう
ぞよろしくお願い致します。今回の総会は、新
型コロナウイルス感染症拡大防止対策を行った
うえで通常の開催をさせていただき、会員の皆
さまにもご協力いただきましたことに感謝申し
上げます。残念ながら式典と懇親会は中止とさ
せていただきましたが、各表彰受賞者の皆様に
は心よりお慶び申し上げます。
　令和の時代は新型コロナウイルス感染拡大と
いう、全世界が恐怖に怯える事態から始まりま
したが、人類は過去にないスピードでワクチン
を創り出し、治療薬についても現在開発中であ
ります。地球規模で考えると、我々土地家屋調
査士を取り巻く環境については、小さな問題か
もしれません。しかし、私たちにとっては大切
な土地家屋調査士制度です。これからも、将来
土地家屋調査士が国民から必要とされる資格者
であることを理解されるよう努力し続けなけれ
ばならないと考えております。今できる最大限
の努力によって制度を発展させて次世代に襷を

繋きたいと考えます。
　今年は「所有者不明土地問題」に対する取組み
の集大成として民法の一部改正が本年４月21
日可決・成立されました。施行は先になります
が、不動産の所有権絶対主義から所有者に対す
る管理する義務に重点を置くための改正となり
ました。これらの改正は相当のスピードで進め
られており、時代の急激な変化にも対応した会
務運営が必要となります。そのために常に「情
報」に敏感であることが重要となります。これ
まで以上に本会ホームページ等を利用した情報
発信を実施していきたいと考えますので、会員
におかれましてもパソコン等の環境整備を進め
ていただきたく思います。また、オンライン申
請について、より利便性の向上が図られており、
会員には、効率的な業務処理に繋がることと確
信しておりますことから、本会としても推進し
ていきたいと考えております。また、昨年の土
地家屋調査士法改正により、懲戒処分権者が法
務局長から法務大臣となったことから、全国統
一の要領が必要となり、連合会より業務取扱要
領が定められました。本年６月１日より、全国
すべての土地家屋調査士が本要領に基づき業務
を行う必要があります。今一度熟読いただき、
誤りのない業務処理に務めていただきたく考え
ます。
　土地家屋調査士会員が、正しい業務を行い、
正当な報酬を得ることができる。そんな当たり
前のことが、直面している様々な諸問題を解決
し、土地家屋調査士の未来につながることであ
ると信じて、会務を行って参ります。

　会長の挨拶
神奈川県土地家屋調査士会　会長  大竹　正晃
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　第82回定時総会において

大竹正晃会長に副会長の指

名を受け、業務部と広報部

を担当することになりまし

た横浜南支部の小笠原です。

よろしくお願いいたします。

　２期４年間業務部として活動してまいりまし

た。昨年は感染症の拡大により活動自粛を余儀

なくされましたが、開催方法を工夫し行った事

業もありました。

　業務部・広報部とも以前と同様な活動が出来

るまでは、それぞれの状況下においてどのよう

な方法が望ましいのか、また何が出来るのかを

種々検討し行っていこうと考えております。

　さて、昨年改正土地家屋調査士法が施行され

第１条が目的規定から使命規定に、そして、「土

地の筆界を明らかにする業務の専門家」との文

言が明記されたことは誠に喜ばしいことです。

日調連、政治連盟を初めとして法改正にご尽力

なさった方々に感謝いたします。しかし、浮か

れてばかりではいられません。専門家としての

自覚を持って、第２条の「常に品位を保持し、

業務に関する法令及び実務に精通して、公正か

つ誠実にその業務を行わなければならない。」と

の規定のとおり、私たちは常に倫理規定、職務

規程その他会則等を遵守し、常に研鑽し業務を

行い不動産登記法の目的である「国民の権利の

保全を図り、取引の安全と円滑に資する」ため

に務めなければなりません。そうすることに

よって国民皆さんの支持を得られ制度の維持発

展へとつながってゆくのではないでしょうか。

　今ではあまり言わないかもしれませんが、い

つもお天道様が見ていることを胸に業務をして

いきたいものです。

　最後に、会員の皆様が業務を円滑に処理でき

るよう横浜地方法務局・日調連及び各行政との

連携・情報交換等を行い速やかに情報提供出来

るよう努め、併せて制度広報活動も行いますの

で、会員の皆様には多々ご協力いただくことも

あろうかと思いますがよろしくお願いいたしま

す。

　副会長の挨拶
　神奈川県土地家屋調査士会　副会長　小笠原　裕
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　副会長の任を務めること

となりました覀田です。２

年間よろしくお願いいたし

ます。執務、見た目共に安

定感を増してきた大竹会長

を支えるべく努めてまいります。

　会長、副会長と、会則で定められた常任理事

の構成員を眺めますと、私も含め、前期にも調

査士会の運営にかかわってきたひとばかりで

す。口悪く言うと、代わり映えしないなあといっ

たところでしょうか。

　当然です。調査士会の意思決定が合議制に基

づくものである以上、一定程度の意見集約がな

ければ、運営がままなりません。我が国の内閣

が各政党の党首で組閣されたら、当面の間、日

本は機能を停止するかもしれません。同じこと

です。

　ただ、調査士会の方針が固着性を帯びがちで

あることは、その構成員だけが理由となってい

るわけではありません。

　そもそも調査士の業務自体が、大きな飛躍と

は相反する性格を有しています。調査士の業務

の目的は、不動産取引の安全に資すること、つ

まり不動産の秩序を保つことです。積極的に取

り入れるべき技術革新も、結局は不動産の秩序

を保つことに役立つものでなければなりませ

ん。

　その点で、6月1日から施行された業務取扱

要領は、調査士が業務を行うにあたり、通過す

べき道標です。すべての調査士が同じ道を進ん

で業務を完成させることによって、秩序が保た

れることにつながります。どの調査士が行った

業務であっても、それを切り分けてみたら、そ

の切り口には業務取扱要領が見えていなければ

なりません。言ってみれば、調査士の業務の最

大公約数です。そう考えると、努力規定の多い

業務取扱要領ですが、それが遂行されないこと

を想定した規定でないことは明らかです。

　「調査士ならばやらなければならないこと」

は、とても大切です。それが我々の存在意義を

確保してくれます。しかし、それだけでこの仕

事が末永く存続していくほど、世の中は甘くな

い気がします。

　個人の努力や研鑽により、金太郎飴のような

業務を逸脱して、「調査士だからできたこと」を

達成した会員がいるはずです。それは最大公約

数とは正反対の、調査士の業務の最小公倍数と

言えるでしょう。でもその業務について、出る

杭が打たれるごとく批判されることがあるかも

しれません。調査士の業務、調査士会の構成員、

いろいろ考えても固着性から離れることができ

ないからです。

　その業務が国民の利に益するものであるなら

ば、調査士会は、新たな価値を切り拓いた会員

と一緒にびしばし打たれながら、新しいものに

対するアレルギー反応が称賛へと変わるまで、

共に歩んでいかねばなりません。

　そんなひと、待ってます。

　副会長の挨拶
　神奈川県土地家屋調査士会　副会長　覀田　貴麿
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　県西支部所属、小田原の
市川です。今期は本会にお
いては財務部担当の副会長、
併せて理事として連合会に
行かせていただきます。よ
ろしくお願いします。

　そんな私ですが、先だって生まれて初めての
大病を患いまして、４週間の入院から復帰した
ばかりです。５月31日に行われた本会定時総
会目前で２日間の高熱が続き、「あぁ、とうと
うコロナ罹患か。」と覚悟を決めてＰＣＲ検査を
受けてみれば「コロナ陰性」の判定。とはいえ熱
はまだ下がらず、高熱４日目に突入というとこ
ろで家の中で盛大にすっ転び、顔から血を吹き
出しながら床の血を拭く私を見て、家族が救急
車を呼ぶ英断をしてくれたおかげで、今この就
任挨拶文を書くことが出来ています。
　緊急入院して検査したところ、【横紋筋融解
症】との判定。横紋筋なる骨格筋が壊死して成
分が血中に溶けだし!!腎臓やら肝臓やらにダ
メージを与える症状とのこと。きっかけは何ら
かの菌が外部から侵入、悪性化して大暴れして
いる模様というのがドクターの見立てで、何か
思い当たる節は無いかと問われ、自分の仕事の
説明をしながら、「現場作業をすれば小傷はつ
くし、山に行けばヒルにも吸われますよ。でも
法律をかじる法務大臣資格なんです。」と返答す
ると、「世の中にはいろいろな職業があるのだ
ねぇ。」と、興味を持たれた様子で、ナースステー
ションで【土地家屋調査士】と検索して、看護師
さん・介護士さんたちに「救急搬送された市川
さんはこんな人。」と説明されておりました。そ
んなやりとりの中で「先生、総会が明後日にあ

るんですが、明日にも退院出来ませんかね？」
と、悲鳴をあげる身体に聞く耳を持たない私。
ドクターが呆れながら「今すぐ死んでおかしく
ない検査数値で、肺炎も併発していますが、ま
だ何か言います？」と説かれ、やっと自分の置
かれた立場を理解できたのでした。
　それから数日は肝臓のダメージから幻覚症状
などもありながら、酸素吸入と、日に５Ｌ超の
生理食塩水と乳酸リンゲル液の点滴と抗生剤の
投入で、なんとか原因菌を押さえ込みつつ、腎
臓・肝臓の機能回復を待つ作戦が功を奏したの
か快方に向かい、身体中チューブだらけの状態
から解放された私は、ドクターが【土地家屋調
査士】を広めてくれたおかげで、「今度、家を新
築するんですけど」とか「父の土地が田舎にある
んですが」といった医療従事者向けの無料相談
員と化したのでした。
　本欄、私の病気自慢になってしまいましたが、
遅ればせながら今期のご説明を。連合会に行か
せていただくこともあり、副会長として担当す
るのは財務部のみとなっています。思えば過去
に例のないコロナ対応下での財務運営の舵取り
という、酷とも思える髙橋財務部長の１期目で
ありましたが、２期目となる今期は、前期の実
績を自信として、より髙橋色を出して運営して
いただければと思いますし、私はその支援に回
らせていただきます。
　文末に連合会に行く意気込みを。復帰当選さ
れた岡田会長（愛媛会）のもと、より少ない経費
での運営の近道は、自分たち関ブロ出身の理事
に役務を担わせることだと考えます。せっかく
なので、こき使っていただくべく、使い勝手の
良い理事で在ろうと思います。

　副会長の挨拶
　神奈川県土地家屋調査士会　副会長　市川　栄二   
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　神奈川県土地家屋調査士
会会員の皆様こんにちは、
副会長（総務担当）の任を仰
せつかりました湘南第二支
部の竹前信行です。
　４期８年理事として、土

地家屋調査士のため、会のために会務に打ち込
んできましたが、自身の無力さに心が折れかけ
ていたので、一度会務から離れてみようと思っ
ていましたところ、大竹会長より副会長のお話
をいただきました。
　市川さんが副会長兼連合会理事ということで
会務の軽減のために、副会長を１名増やすこと

（それだけではないと思いますが）又丸山さんを
総務部長にとお話しいただき、熟慮の上私が総
務部長で担当副会長として大きな力添えをいた
だいた市川さんの助けになるならば、又総務部
で一緒に会務を行ってきた丸山さんと共に２年
間やっていこうと決意しました。
　私が支部推薦理事として会務にかかわらして
いただいた当初から、色々なところで話し書い
てきたのでご存知の方も多くいらっしゃるかと
思いますが、理事として最もやりたいことが名
義貸し・補助者任せの撲滅です。
　先日、連合会の会長・副会長候補者の所信を
聞く会に於いても、食えないことを解消するた
めに、新たな職域の開拓等を謳っている候補者
が何名かいました。確かにその部分の検討も必
要ではありますが、まずやるべきことは、名義
貸し・補助者任せの撲滅ではないでしょうか？
ある会員の事務所は、一年間の建物表題登記が
1,000件あるそうです。週６日稼働して、毎日

３件の現場調査をしなければなりません。確か
に、一日３件ならば回れないこともないでしょ
う。しかし、現場調査以外に準備・書類作成・
申請・納品等があり、土地の事件もあることを
考えると、当然補助者に行わせていい業務はあ
りますが、土地家屋調査士が資格者として行わ
なければならないことを全てやっているという
のは疑問であります。
　総務部には、一般の方から苦情が寄せられま
す。隣接地から境界の立会いを求められた、土
地家屋調査士が来ないようだが、どうなのか？
という苦情があります。今までは、当該会員に
連絡をして事情を聞いていましたが、今後は、
すぐに綱紀案件として扱うことも致し方ないと
考えます。
　資格者は自身でやらなければいけないことが
多くあります。それは、その資格を持っている
ことが大きな判断基準として、業務を依頼して
いただけるのです。それが、資格者は居るだけ
で、業務のほとんどを補助者にさせている。こ
んな裏切りはありません。
　他でやっているからとか、見つからなければ
いいとか、甘い考えは捨てて、自身の資格をも
う一度しっかりと考えて、国民にとって頼れる
土地家屋調査士になっていきましょう。
　子どもに胸を張って、土地家屋調査士法、会
則等を遵守して仕事をしていると言える土地家
屋調査士だけになれば、一人一人が十分な仕事
量になると確信しております。
　多くの真面目に業務に打ち込んでいる会員の
皆様を全力で守るために、尽力していきます。
２年間よろしくお願いします。

　副会長の挨拶
　神奈川県土地家屋調査士会　副会長　竹前　信行
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総務部長　丸山　彰

　この度、総務部長を拝命

いたしました横浜南支部の

丸山彰でございます。支部

長を４年、推薦理事として

総務部理事を４年務めさせていただき、この度

は総務部長に就任いたしました。その重責をひ

しひしと感じております。神奈川県土地家屋調

査士会のため、会員の皆様のため、精一杯頑張

りますのでよろしくお願い申し上げます。

　所有者不明土地等の管理人、適格な資格者とし

て「土地の筆界確認等の目的であれば、土地家屋調

査士が予定される。」という言葉も聞こえておりま

す。土地基本法、民法の一部を改正する法律、土

地家屋調査士法の改正、業務取扱要領など会則・

諸規則等の整備に関する法改正等に伴う対応を速

やかに行えるように努力致します。

　一番大きな変化は、今までと違い会員一人で

会社を作って良い、調査士を雇って良い、雇っ

た調査士に境界立会をさせても良いとなった事

だと思います。

　会員が変化する法令を遵守するように、不適

正業務による懲戒処分等にならないように、会

員に対する注意及び執務指導をしっかりやって

まいります。法令順守して仕事を進め、依頼者

や関係者に信頼されて、適正な報酬を頂けるよ

うに会員の指導をしてまいりたいと思っており

ます。会員の皆様の御協力を宜しくお願い申し

上げます。

　　　　　　

財務部長　髙橋　眞人

　前期に引き続き財務部長

を務めさせていただく事と

なりました湘南第二支部の

髙橋です。

　前期、理事経験の無かっ

た私がいきなり部長職の拝命を受け、当初は不

安しかありませんでしたが、会長以下常任理事、

財務部構成員、事務局職員の皆様がとても良き

人達であり、且つ親身にサポートしていただい

た事により、なんとか二年間任務を遂行出来た

のだと感じています。本当に皆様に感謝してい

ます。これからの任期は文字通り部の長として

財務部を牽引していきたいと思っている所存で

す。

　先だっての総会にて今期予算案につき説明し

承認をいただきましたが、現在会費収入は数年

前に比べ緩やかではありますが減少傾向に変わ

りはありません。安定した会務運営を継続する

には科目別管理を徹底し、各部との調整を強化

し財務執行を行わなければなりません。運営に

ついては７年前に財務部が作成した「将来を見据

えた財政全般の検討」を参考にして会館の整備、

本会事業・会務の見直しを進めてまいります。

　二年は長いようで、あっという間です。悔い

の無いように健康に留意し、時に楽しみながら

新 役 員 就 任 挨 拶新 役 員 就 任 挨 拶

部長から就任挨拶部長から就任挨拶

支部長から就任挨拶支部長から就任挨拶

理事から就任挨拶理事から就任挨拶
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会務を進めて行きたいと思っています。二年前

に思った、会員の皆様のお役に立てればという

気持ちは今も変わりません。

　皆様、ご指導ご鞭撻のほど宜しくお願いいた

します。

業務部長　石垣　博

　開業21年目を迎え、今回

業務部長の拝命を受けまし

た湘南第一支部の石垣博と

申します。

　ここ４年間、業務部次長

として活動してきましたが、部長という大役を

仰せつかり、身を引き締めて職務を遂行して参

ります。

　調査士会における「業務部」は会員の皆様に

とって大きな柱となるので、皆様にとって仕事

のしやすい環境づくりを第一に掲げ、連合会、

法務局、その他行政との協議を行い、皆様に対

し速やかに配信できるように致します。

　また、法務局が推奨しているオンライン申請

については多くの会員に対し書面申請から切り

換えていただくために、そのメリットを感じて

いただけるよう努力する所存です。

　多くの声に耳を傾けそれにお答えできますよ

う２年間がんばってまいりますので、何卒よろ

しくお願い申し上げます。

広報部長　稲葉　健太郎

　この度、大竹会長より指

名を受け広報部長に就任い

たしました相模原支部の稲

葉健太郎です。

　前期は支部推薦理事として本会広報部の活動

に初めて参加させていただきましたが、まだま

だ無知で至らない点も多々ありますが、大竹会

長をはじめ理事会構成員・事務局の皆様、関係

団体・組織のご協力をいただきながら会員のお

役に立てる様誠心誠意努めていきたいと思って

おります。

　広報部の活動としては土地家屋調査士という資

格名称の制度広報事業としての外向けの活動に

重点を置いています。前期は制度制定70周年記

念事業に関する活動、ホームページの大幅なリ

ニューアル、無料登記相談、会報誌の発行などを

行ってきました。前期からの活動を引き続き広報

部事業計画を推進出来るよう皆様のご協力を得な

がら努めてまいります。又、日調連の活動にも積

極的に参加し土地家屋調査士の登録者数の増加、

国民・関係諸官庁等に土地家屋調査士という資格

が更に広く認知されるよう活動していきたいと考

えています。、広報ツール・グッズの発案などに

も努め、ホームページなどもさらに利用しやすい

よう改善を検討してまいります。

　新型コロナウイルスの世界的な感染拡大によ

り各種事業の中止や延期が相次でいます。多く

の環境変化に柔軟な対応を行い、前広報部長の

方針を受け継ぎ今期２年間の務めを果たしてい

きたいと思います。ご協力のほどよろしくお願

い申し上げます。

研修部長　小川　城雄

　この度、大竹会長より指

名を受け研修部長を務める

ことになりました横浜中支

部の小川城雄です。
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私はこれまで２期４年研修部に籍を置き、微力

ながら各種研修事業の運営等に携わってきまし

た。その間に研修部長の働きを間近に見てきた

ため、部長職の要請があった際は不安な気持ち

になり、時期尚早ではないかと自問自答をする

日々を過ごしておりました。しかし、いざ部長

としての会務が始まると先輩役員のアドバイス

や事務局職員のサポートに包まれました。支え

ていただいている実感と共に私としてもしっか

りと会務に携わっていかねばならないと思い、

会務に尽力させていただく所存です。

　さて、今期の研修部は年次研修を含む各種研

修の実施を事業計画に掲げております。年次研

修は５年に１度の受講が必須であり、職務代理

人としての品位、使命、職責を学ぶ大切な研修

会です。受講対象となった会員におかれまして

は受講していただきますようお願いいたします。

会員・一般研修会につきましては年２回の開催

を予定しております。内容やテーマについては、

会員の皆様からの意見をいただきながら、法改

正にもアンテナを張り必要な情報を提供してま

いります。

　最後に、研修部の理事の皆様を信じ、事務局

の皆様を信じ、会務を行うことが大切と思いま

す。そのため、チームワークを大切に職に当た

ります。

　２年間、どうぞよろしくお願いいたします。
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　令和３年を迎え、昨年延期となった東京オリン

ピック・パラリンピックが開催される予定となって

おります。昨年は新型コロナウイルスの影響により、

多くの事業計画が延期や中止を余儀なくされたこ

とは誠に遺憾であり、今年度についてもどれだけ

実施できるか不透明な部分もあります。ただし、

本会としては事業計画を立て執行していく義務が

あり、昨年実施を見送った受講義務のある年次

研修については、今年度からは連合会の委託事

業として開催する予定であります。昨年、土地家

屋調査士法の改正、所有者不明土地問題の対応

策として土地基本法等が改正されましたが、今年

度も民法の相隣関係、所有権の放棄、共有者の

管理義務等様 な々議論がなされ、改正されること

が見込まれております。そうした変化に我々土地

家屋調査士は対応を求められることから、情報の

収集と会員に対する情報提供を意識しなければな

らないと考えております。また、土地家屋調査士

制度の維持・発展のためには研修・広報活動は欠

くことのできないものであり、神奈川会全体として

盛り上げていきたいと考えております。 

　本年度は役員改選年度であり新役員による事

業執行となりますが、緊急時における総会・理事

会等の開催に関する会則等の整備を行う必要が

あることから、これらの対応と、本会として事業

の継続性を維持しつつ、昨年度より実施している 

WEB を利用した研修会のあり方について更に検

討し、安定した会務運営が行えるよう事業の体制

の充実に努める１年にしたいと考えます。 

　総務部においては、会則・諸規則等の整備に

関する対応と、会員が不適正業務による懲戒処

分等にならないよう会員に対する注意及び指導を

行います。また、法改正等に伴う対応を速やかに

行えるよう準備を行います。 

　財務部においては、引き続き本会財政における

将来への備えを行い、各種の積立を充実させるべ

く予算を執行しつつ、より効率的な予算執行につ

いて検討を行います。 

　業務部においては、調査士業務が円滑に処理

できるよう、横浜地方法務局や日調連及び各行政

との情報交換等に努め、会員各位に速やかに伝

達することを事業の中心といたします。調査士報

告方式によるオンライン申請が定着してきており、

オンライン申請率はかなり高水準となってきており

ます。円滑な登記事務処理のためにも、ほぼすべ

ての申請がオンラインでなされるよう推進を行いま

す。また、会員の皆様におかれましては、本会ホー

ムページの閲覧等、本会が発信する情報に注意し

ていただき、今後一層のホームページの利用促進

に御協力をお願いいたします。 

　広報部においては、これまで行ってきた事業の

充実に努め、予算状況を考慮しながら、ホームペー

ジのスマートフォン対応等、より効率的な広報活

動を行います。 

　研修部においては、昨年度延期された年次研

修を今年度受講対象者と共に受講できるよう実施

します。その他各種研修については、従来の集

合型研修に加え WEB を利用した研修会のあり

令和3年度事業計画令和3年度事業計画令和3年度事業計画
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方について検討して参ります。 

　また、事業を執行していくうえで行政等に働き

かける場面では、政治連盟と連携し、効果的な

活動となるよう努力します。 

　「境界問題相談センターかながわ」の運営につ

いては、これまで同様、本会が一定額の経費負

担をしたうえで弁護士会と協力し、運営委員会を

中心に事業を継続運営いたします。 

　最後に、調査士会の事業は会員皆様の御協力

がなければ上手く進みません。会員の皆様及び各

支部の皆様に御協力をお願いしながら事業の執

行に努めたいと考えます。 

　どうぞ、よろしくお願いいたします。 

総務部

１．会務運営の効率化 

２．会員の執務指導 

３．法務局及び他調査士会、関係団体等との連

携 

４．法改正・会則・諸規則等の整備に関する対

応 

財務部

１．入会金及び会費の徴収並びに支出の効率化

と管理 

２．支部源泉徴収業務の対応 

３．会館設備の整備及び今後の修繕計画の検討 

４．福利厚生事業の実施

業務部

１．調査士業務に関する指導及び連絡 

２．適正なる業務処理の推進 

３．地図の収集及び公開についての検討 

広報部

１．災害時協力協定、空家等対策への取組を活

用した制度広報活動 

２．行政機関等での動画広告、無料動画配信な

ど効果的な制度広報活動の実施 

３．所有者不明土地特措法等諸法令の改正に対

する会員への周知と会報誌の発行

研修部

１．年次研修を含む各種研修の実施 

２．支部との連携強化 

３．研修に関する情報収集 

４．社会状況に応じた研修事業の企画 
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新 役 員 就 任 挨 拶新 役 員 就 任 挨 拶

部長から就任挨拶部長から就任挨拶

支部長から就任挨拶支部長から就任挨拶

理事から就任挨拶理事から就任挨拶

横浜中支部長　地野　透

　この度、２期目の中支部

支部長をやらせていただく

事となりました地野 透と申

します。

　前回選任された際、個人

的には１期（２年）で次の方へ繋ぐつもりでおり、

実際に年初めの頃はそう考えておりました。し

かし、年度末が近づいて支部総会の準備を進め

るにあたり、前期２年の在任期間中を振り返る

と、新型コロナウイルスの影響を受け、多くの

支部活動に変更や中止を余儀なくされていたこ

とを改めて感じました。それにより、自然災害

の多発による住家被害認定調査への対応や、そ

れに関する支部内の体制作り等、多くの事が次

の方へ引き継ぐにはやや頼りない状況にあるよ

うに思いました。

　これらのことに足がかりを作ったうえで（かつ

２期目在任期間中にコロナ禍を抜けていたらな

お良し！）次の方へ引き継げればと考えるに至

り、その旨を支部役員の方々等多くの方にご相

談し、総会での承認を得て２期目を担わせてい

ただくこととなりました。

　また、前期は特殊な状況下にもかかわらず、

支部総会を初めて書面決議にて行ったことやＺ

ＯＯＭを利用しての研修、そしてFMラジオを

利用しての広報活動等、支部役員の大変強力な

支援と支部会員皆様からのご理解とご協力があ

り無事に執り行えたことも２期目への不安を払

拭する出来事でした。

　支部長を担うには至らない点が多々あると思

いますが、引き続き精一杯頑張りたいと思いま

すので、何卒宜しくお願い申し上げます。最後に、

支部役員を引き受けて下さった会員の方々に改

めて御礼申し上げます。

 

横浜南支部長　町田　昌吾

　みなさん、こんにちは、

前支部長下濵浩治会員の後

を受け、横浜南支部の支部

長を拝命致しました町田昌

吾です。総務・班長・副支部長と経験させてい

ただいてきた中で当支部の状況も把握して参り

ました。「ウィズコロナ時代」の我々の取り巻く

環境は大きく様変わりしました。ワクチン接種

がさらに進み通常の世にもどることを想定し令

和３年をスタート致します。 

　前支部長下濵浩治会員の采配により各会員の

ＰＣ環境を充実すべく努めて参りました。ＷＥ

Ｂ会議・ＷＥＢ研修会・ＷＥＢ支部総会を配信

しオンラインによるＷＥＢ会議システムが主流

となる中、会員相互の親睦が図れない環境とな

りました。

　従いまして、当支部も高齢化と共に、新規会
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員が増えてきているので、会員相互間の情報の

伝達や、日常業務の問題解決を先輩諸氏の英知

と経験をスムーズに伝達相談できるよう、支部

ＰＣ担当・相談役のお力をお借りしながらフル

に活用できるよう構築していきたいと考えてい

ます。又、各班による身近なメンバーによる日

常業務や問題等、班会議の充実を図ります。更

に各班合流した班会議なども考えています。 

　そもそも南支部は、歴代の諸先輩の真摯でまっ

すぐな姿勢と教えられる熱い土地家屋調査士魂

が存在しておりこれを後輩が受け継ぐことが重

要と推察するからです。南支部はあったかいなぁ

～と他支部から羨まれるような支部にして参り

たいと思うのです。 

　近年は、大雨による災害・大規模地震等予測

のつかない時代です。神奈川県災害連絡網から

南支部の災害連絡網を充実し、身の安全・安心

を連絡確保すると共に、地域の行政担当と連絡

を強化し防災のできる又、頼れる地域の土地家

屋調査士として南支部メンバーであることを各

位自覚いただきたく努めて参りたい。役員の方々

と共に、土地家屋調査士としての将来有るべき

姿を模索しながら、会務を務めて参りたいと考

えておりますのでご支援ご協力をお願い申し上

げます。

 

横浜東支部長　河　光成

　この度横浜東支部長に就

任いたしました河と申しま

す。支部では幹事、研修担

当副支部長を皆様のご協力

をいただきながら務めさせ

ていただきました。このコロナ禍の中、支部長

をお引き受けすることは正直避けたいところで

はありましたが、お引き受けしたからには、少

しでも支部会員のお役に立てるよう努めていき

ます。

　今回寄稿するにあたり、振り返ってみると平

成11年に調査士登録してから22年。補助者時代

も入れると四半世紀以上もこの仕事に携わって

きたと思うと中々感慨深いものがあります。依

頼内容、作業範囲、筆界に対する考え方なども

開業当初と現在ではかなり変化したと思います。

　土地家屋調査士という仕事は日々情報収集し、

仕事内容もその時の世情に合わせて変化させて

いく必要性を再確認いたします。今年度も新型

コロナ感染症の収束が見えない状況の中、支部

行事の開催も難しい状況となっておりますが、

来年は支部合併10周年となりますし、コロナが

収束し通常運営が出来るようであれば、記念に

なるような行事を行いたいと考えております。

支部行事を通して支部会員同士の繋がりが広が

ることは、自分の業務にとっても有意義なもの

になると私は考えます。一日も早いコロナ収束

と、皆様とまた笑顔でお会い出来ることを心待

ちにしております。

横浜北支部長　嶋田　幸子

　今期で２期目となります。

北支部支部長の嶋田と申し

ます。どうぞよろしくお願

いいたします。前期は途中

からコロナの影響を受け、

思うように支部行事を遂行することが出来なく

なりました。自分の中で不完全燃焼の感を否め

ず、もう１期支部長職を拝命させていただくこ
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ととなりました。

　コロナ禍における総会や研修など、これまで

にない環境の中での支部運営は手探りの状態で

した。今でも何が正解だったのか、日常生活の

中でも自問自答の日が続いています。これまで

必ずしも会員の皆様のご期待に沿えるような活

動ができたとは言えなかったと思いますが、こ

れからはワクチンの後押しも受けながら、支部

役員・他支部の支部長の皆様・本会の役員の方々

と協力し会員の皆様のお役に立てるよう努めて

まいりたいと思います。

　今年北支部は新たに多くの新入会員を迎える

ことができました。これからの支部を支えてく

れる若手の皆様の活躍に期待しています。これ

から始まる２年間もきっとあっという間に過ぎ

ていくのだと思います。大切にこの２年を過ご

していきたいと思います。この稀有な時代に支

部長を経験させていただいたことは、きっと思

い出に残ると思っています。最後になりました

が前支部長の皆様、思うようにお会いすること

もできず、カメラを通してのズーム会議がほと

んどでしたね。できれば対面でお会いしてお話

ししたかったです。大変お世話になりました。

川崎支部長　小曽根　浩之

　この度、川崎支部総会に

おきまして、会員の皆様か

ら、ご承認いただき支部長

を拝命することとなりまし

た。

　当初は自宅で開業し、３年後に川崎市多摩区

で開業をされていた先生より事務所を引き継ぎ、

13年目になります。

　職人のような性格のため、リーダーシップを

とってガンガン皆さんを引っ張っていくタイプ

ではないので、本来、この役は向いていないの

ではないかと思っておりました。

　しかしながら、私の支部長就任を後押しして

いただいた方々、副支部長、役職を引き受けて

いただいた方々、さらに、川崎支部の会員の皆

様に報いることができるように、私なりに肩の

力を抜いて努力していこうと思います。

　さて、新型コロナウイルス感染拡大により現

在土地家屋調査士会を取り巻く環境が一変して

しまい、対面での交流を制限せざるを得ない状

況ですが、今後の川崎支部といたしましては、

新型コロナウイルス感染の状況を鑑みて、バラ

ンスの良い事業内容の選択と交流を考えていき

たいと思いますので、今後ともご指導ご鞭撻の

ほどよろしくお願い申し上げます。

横須賀支部長　三橋　馨

　横須賀支部の支部長とし

て前期に引き続き、もう１

期２年務めることとなりま

した。前期は任期の半分以

上コロナ禍の中、リモート

役員会、書面決議総会等、前例のない会務に試

行錯誤、終始バタバタしたままで、肝心の研修会、

お楽しみの懇親会等はほぼ行えず、なんとも砂

を噛むような支部長１期目でした。そして未だ

にパンデミック真っ最中…。

　しかし、ワクチン接種が進めば、そう遠くは

ない先に活発な活動ができるようになるだろ

う！と前向きに見込みを立て、その時のために

支部役員会は若手を中心にメンバー増強し、研
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修に、広報に、懇親！に、と着々と準備してい

るところです。この場を借りて、横須賀支部の

皆様、支部役員会の皆様には、重ねてのご協力

をお願いする次第です。頼りのない支部長です

が、精一杯努めますので、どうぞ宜しくお願い

いたします。

湘南第一支部長　原　和則

　「私が次期支部長？」忘れも

しない令和２年凍てつく寒さ

が身に染みる12月、偉大なる

先輩小川支部長（当時）から突

然の連絡。

　私にとっては、まさに青天の霹靂、一瞬戸惑

いましたが上下関係の厳しい湘南第一支部、答

は「YES」か「はい」しかありませんでした。

このような経緯で、令和３年湘南第一支部定時

総会におきまして、支部長を拝命することとな

りました原和則と申します。

　「支部長任命～冬の乱～」以降支部運営を円滑

にするためには、何かスローガンを決めた方が

わかりやすいと思い、寝食を忘れ三日三晩考え

ました。

　今の土地家屋調査士がおかれている立場、状

況を私の頭の中のスーパーコンピューター「和」

をフル活動させて弾き出しました。

　それは　　　　　　

「調査士プライド～未来の土地家屋調査士の笑顔～」

です。

　今を生きる土地家屋調査士が、未来を考え、

次世代に恥ずかしくない世界を継承したいとい

う思いが込もっています。

　土地家屋調査士が夢を抱かれる存在、憧れら

れる存在、「測量士さん」と呼ばれなくなる存在

になる為にはどうしたらいいのか…。

　まずは、皆様に注目される事が大事であると

考えます。

　人は笑い声のする方向に魅力を感じるそうで

す。

　笑顔溢れる湘南第一支部を存続し、注目され、

憧れられる湘南第一支部目指します。

　湘南地区は受験者数が異常に多いという時代

が来る事を夢見て、その礎づくりに寄与してい

きたいと思います。

　浅学非才を顧みず湘南第一支部の未来のため

に努力して参りますので、ご指導ご鞭撻のほど

よろしくお願いいたします。

湘南第二支部長　大塚　和博

　この度、湘南第二支部の支

部長を拝命しました大塚和博

です。

　今年で満67歳です。若い

支部長が多い中で少し気が引

けますが、ベテランの代表と

して頑張りたいと思っています。社会人になっ

て約45年になりますが、職場は変わりましたが

ずっと不動産登記業務に関係する仕事をやって

きました。とても幸せなことだと思っています。

土地家屋調査士の仕事は大変難しい仕事です。

たくさんの知識と経験が必要です。長い間には、

他人には話せないような失敗もたくさん経験し

ました。胃が痛くて夜に目が覚めてしまうこと

もたくさん経験しました。でもこの仕事は、経

済活動としての不動産取引の上で必ず必要なこ

とですし、国民の社会生活における近隣関係の
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安定に重要な役割を担っています。この土地家

屋調査士の仕事に誇りをもって、たくさんの失

敗談を若い会員に伝えてゆきたいと思っていま

す。

　近年の支部運営については、若い会員同士や

若い会員とベテラン会員の間には意思疎通が

しっかり出来ていないように思います。ベテラ

ン会員は若い会員に支部運営を任せっきりにし

て無関心状態が続き、若い会員にも無関心な人

がどんどん増えてきているように思います。こ

こで支部役員と共に支部運営を活性化させ、湘

南第二支部を元気にさせてゆきたいと思ってい

ます。支部会員への迅速で正確な情報伝達を行

い、主に若い会員に向けた研修をどんどん実施

してまいりたいと思っています。

　これからの２年間、精一杯努めさせていただ

きますのでよろしくお願い申し上げます。

相模原支部長　中川　裕久

　登録してから20年程にな

ります。開業後10年弱は、

同じく土地家屋調査士で

あった父と共に仕事をしま

した。当初は父のやり方を

踏襲していましたが、５年もすると、父との考

え方の違いに悩まされるようになりました。昭

和41年開業の父と、最新の法規や測量手法を勉

強した私とでギャップが生じてしまうのは仕方

のないことだったのかもしれません。この20年

間で特に大きく変化したと私が感じたものをい

くつか列記してみましょう。

①境界立会い

　以前は「関係者の合意」を最優先していました。

ですので、測量より先に境界立会いを行ってい

ました。まずは関係者を現地に呼び、「境界はど

こですか？」といって主張を聞きます。その場で

境界標を探索し、関係者の意見が食い違えば、

「双方が承諾できる、いい塩梅の場所」を調整し、

仮杭を設置します。最後に探索した境界標や設

置した仮杭を測量し、図面を作成していました。

測量結果を計算し、プロットしてみたら「地図に

準ずる図面（公図）と相違していた」というケース

もありましたが「これで皆が承諾しているのだか

ら」との理由で「良し」としていました。

　現在は、境界を割り出すのはあくまでも土地

家屋調査士であり、立会いは「正しい境界の位置

を関係者が確認し、正確に認識してもらう行為」

に変わっています。所有者同士の話し合いで決

めようとすると、どうしても現況優先になって

しまいます。所有者は筆界の専門家ではないた

め、合意した境界線が筆界と一致するとは限ら

ないからです。ですので、事前の聞き取り調査

と仮測量は必須です。筆界を復元するために、

どこを測量すればよいか、見極める能力が求め

られます。

②法務局の土地家屋調査士に対する姿勢

　誤解を恐れずに言えば、以前は「形式主義」で

した。立会いなど決められた手続が行われ、所

定の書面が添付されていることが重要でした。

　現在は「土地家屋調査士が筆界はここだ、と判

断したのなら、それでいいですよ。ただし、根

拠を具体的に説明してください。納得できれば

登記を通します。」というスタンスに変わってい

ます。父は土地家屋調査士として自分の身を守

るため、境界確認書の原本など、書類をキッチ

リと保管していました。しかし現在は、「公図に
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基づいた正確な筆界を復元すること」、わかり易

く言えば「筆界特定制度や裁判で覆らないような

復元をすること」こそが自分の身を守ることにつ

ながります。

　土地家屋調査士を取り巻く社会情勢の変化は、

想像以上に速いものです。「どうしたら登記が通

るか」といった手続き上のテクニックを追い求め

ても無意味です。「公図を基に筆界を復元する手

法」や「論理的にわかりやすく説明するスキル」な

どを身につけることが土地家屋調査士として重

要だと考えます。

　「同業者にノウハウを教えると客を盗られる」

といわれた時代もありました。しかし今では土

地家屋調査士同士協力しないと生き残れません。

支部会員同士で積極的に情報を共有し、土地家

屋調査士全体のレベルアップに貢献できればと

思います。

県央支部長　花上　康一

　皆様こんにちは。昨年度

に引き続き、令和３年度の

県央支部支部長に選任して

いただきました花上康一で

す。

　昨年度はコロナ禍の中、例年のような支部活

動を行うことが出来ず、支部長としての力のな

さを痛感した年となってしまいました。そのよ

うな状況の中において、県央支部では新入会員

が近年稀にみる増加傾向にあります。しかし、

新入会員との顔を合わせる機会もないまま、年

度が終わってしまったことは心残りでありまし

た。我々の仕事は、自己完結型ではなく、少な

からず他者が行った業務の成果との調整や情報

の共有が必要となってきます。

　そのような観点からも、会員相互の交流は必

要不可欠なものと考えております。よって、先

日の支部総会は新型コロナウイルス感染症対策

を十分に行ったうえで参集形式での実施とし、

新入会員の自己紹介の場を設けさせていただき

ました。普段なら当たり前だったことが、今で

はとても貴重な場であり有意義な場となったこ

とは言うまでもありません。また、今年度の支

部役員の選任にあたっては、支部会員交流が少

なかった昨年度の執行部体制はあまり変えない

ほうが良いとの意見が出たこともあり、前年度

の役員体制をあまり変えておりません。今年度

もコロナ禍の中での支部活動になるとは思いま

すが、昨年度の経験を基に創意工夫を行い、支

部会員に有意義となる活動を行ってまいりたい

と思います。

　今年度は支部創立 60 周年の節目を迎える年で

す。周年事業として何かしらのアクティビティ

を行う予定です。周年事業が、次の支部に繋が

る活動になるよう実行委員会を立ち上げ進めて

いきます。今年度が皆様にとって躍動の年度に

なることを願って挨拶とさせていただきます。

大和支部長　島村　賢

　大和支部第49回定時総会

におきまして、支部長に選

任されました島村賢と申し

ます。

　「自分は入会して間もない

若手である。」という認識でいたのですが、いつ

の間にか支部長を拝命するような立場となって

いたようです。微力ではありますが、選んでい
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ただいた支部会員の皆様に対して恥ずかしくな

いように精進して参りたいと思います。

　大和支部は会員数が40人弱であり、他支部と

比べると規模が小さいですが、それ故か比較的

会員同士の結束が強い支部であると感じていま

す。この文化は支部の先達の方々のご尽力の賜

物ですから、今後もそれが失われないように努

めていきたいと考えております。

　自分の入会当時と比べ、オンラインの発達に

より法務局に行くこともかなり減りました。便

利になる一方、調査士同士が顔を合わせる機会

が減っております。加えてコロナ禍による現状

です。就任中に大和支部は50周年を迎え、こち

らについて記念事業が予定されております。支

部会員の親睦を深める絶好の機会ですので、皆

様に喜んでいただけるイベントにし、支部行事

に参加する会員を益々増やせればと思います。

　自分一人では何もできる気がしませんが、支

部の役員の皆様はとても優秀な方々ですので、

皆様のご助力を得て、より良い支部の運営を目

指したいと思います。今後２年間、どうぞ宜し

くお願いいたします。

県西支部長　石川　明

　この度、令和３年５月18

日の県西支部総会において

支部長に選任されました石

川明と申します。平成14年

に調査士登録を行い19年が経ちます。異業種か

らの転職で右も左もわからない中、当時の県西

支部調査士の先輩方からご指導ご鞭撻してくだ

さったおかげもあり、今日まで大きなミスもな

く行っていくことが出来ました。今後支部長と

して支部活動を行う中で、受けたご恩を返す気

持ちで取り組みたいと思います。

　現状コロナの影響で、支部会員を集めての活

動は厳しい状況ですが、オンラインでの会議や

研修等を企画しコロナ終息後には、２年に一度

行っていた支部研修旅行を企画して会員同士の

交流を図りたいと考えています。これから２年

間よろしくお願いいたします。
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　この度、第21回定時大会

におきまして、前期に引き

続き政治連盟会長に就任さ

せていただくことになりま

した。

　会員の皆様には日頃から政治連盟の諸活動に

ご理解とご協力を賜わりまして誠にありがとう

ございます。特に昨年10月に東京国際フォー

ラムで開催されました「土地家屋調査士制度70

周年記念（政治連盟20周年記念）シンポジウム」

におきましては、全国から議員のみなさまをご

招待しましたが、神奈川県からの議員の皆様の

参加人数は、他の都道府県からの議員の皆様の

参加人数を全部足しても、神奈川県からの参加

人数に及ばない圧倒的な数の参加をいただきま

した。ひとえに、会員の皆様の日ごろの活動と

政治連盟へのご協力の賜物の成果だと心より感

謝申し上げます。

　土地家屋調査士の環境はこの２年で大きくか

わりました。①土地家屋調査士法の改正②国の

入札区分に「登記関連業務」が追加③土地基本法

の改正④所有者不明土地関連法令の改正⑤重要

土地等調査規制法案の制定etc.どれも、土地家

屋調査士にとってチャンスだと思います。

　これらに関しまして、横浜市建築局住宅部住

宅政策課をはじめ地方公共団体の職員のみなさ

ん、自民党川崎市連をはじめ議員団のみなさん

に勉強会を提案・実施してきました。今期も、

空家等対策、災害対策も含め多くの政策提案・

勉強会を開催し、土地家屋調査士の地位の向上、

法令の範囲内での職域の拡大を目指していきま

す。

　予算・政策要望ヒアリングに関しまして、そ

の席におられる議員のみなさんの土地家屋調査

士に向けられるまなざしや協議内容が毎年毎年

温かさを増して来ていると感じられるようにな

りました。われわれ政治連盟の要望を実現して

もらえる土壌はかなり育成されてきたと実感し

ております。

　今期は、地方選挙そして、衆議院議員総選挙

も行われます。土地家屋調査士制度をご理解い

ただいて、土地家屋調査士のために日々汗をか

いていただいている候補者に対しての選挙対策

活動も積極的に行います。

　本会、支部と連携した政治連盟の活動を通じ

て、本来公共・民間で土地家屋調査士に発注さ

れるべき業務がちゃんと受注できる機会が増え

ることができればと考えております。政策提案

や選挙関連もそれに向けた活動の一環と思いま

す。

　そして、10年20年後も土地家屋調査士同士

がおいしいお酒を飲みあえるように、より多く

の皆さんが「土地家屋調査士試験を受験したい」

と思っていただけるようになればと思います。

　つたない挨拶文ではございますが、最後まで

お読みいただき誠にありがとうございました。

　政治連盟会長就任の挨拶
　  神奈川県土地家屋調査士政治連盟　会長　上田　尚彦
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（R2.12.21入会～）

横浜中支部　　
登録番号 3153
クロイシ　ナオト
黒石　直人

横浜北支部　　
登録番号 3154
ミサカ　ソウシ
三坂　総志

　　　　　　　
川崎支部　　
登録番号 3155
マツムラ　シゲユキ
松村　繁幸
　　　　　　　

横浜南支部　　
登録番号 3156
ヨシザワ　カツユキ
吉澤　雄之
　　　　　　　

大和支部　　
登録番号 3157
モリ　ユウタ
森　祐太

横浜北支部　　
登録番号 3158
ツチヤ　カツノブ
土屋　勝喬

相模原支部　　
登録番号 3159
ヤジマ　ショウヘイ
矢島　祥平

大和支部　　
登録番号 3160
タカハシ　ショウゴ
髙槗　正吾

　　　　　　　
横浜北支部　　
登録番号 3161
キハラ　タクミ
木原　工

川崎支部　　
登録番号 3162
アサバ　ヨシヒコ
淺場　義彦
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県央支部　　
登録番号3163
ツジ　ケンタロウ
辻　健太郎

横浜北支部　　
登録番号3164
ハタ　ユウジ
畑　裕司

横浜北支部　　
登録番号3165
スエナガ　ノリオ
末永　則雄

横浜北支部　　
登録番号3166
キムラ　シゲキ
木村　茂樹

横浜中支部　　
登録番号3167
カワウチ　ケンスケ
河内　健介
　　　　　　　

退会会員一覧（R2.12.17 退会～）
横浜北支部　　2507　　深澤　和夫　　R02.12.17　業務廃止
相模原支部　　3140　　竹林　俊哉　　R02.12.18　業務廃止
湘南第一支部　1633　　普川　進武　　R02.12.18　業務廃止
横浜東支部　　3103　　内山　敏明　　R02.12.24　一時休業
相模原支部　　2555　　内山　紀元　　R02.12.24　業務廃止
川崎支部　　　1757　　重森　和男　　R02.12.31　業務廃止
川崎支部　　　1702　　菅谷　哲夫　　R03.01.14　業務廃止
横浜中支部　　2285　　佐藤　瑩一　　R03.02.20　死亡退会
大和支部　　　1676　　滝澤　輝俊　　R03.03.07　死亡退会
湘南第一支部　1616　　杉本　行廣　　R03.03.23　死亡退会
県西支部　　　1896　　市川　陸　　　R03.03.31　業務廃止
横浜中支部　　3094　　黒田　昌克　　R03.03.31　業務廃止
相模原支部　　1859　　阿部　昭男　　R03.03.31　業務廃止
大和支部　　　2588　　増崎　啓　　　R03.04.05　業務廃止
横浜中支部　　3102　　竹下　是央　　R03.04.30　業務廃止
川崎支部　　　1695　　下村　陸夫　　R03.05.28　死亡退会
湘南第二支部　3058　　石川　登　　　R03.06.10　他会転出（茨城会）
川崎支部　　　1885　　山田　展　　　R03.06.15　一時休業
横浜中支部　　2000　　宮島　うめ子　R03.06.18　業務廃止
横浜北支部　　1693　　畑　英夫　　　R03.06.29　業務廃止
横浜北支部　　3027　　白川　光世　　R03.07.01　他会転出（東京会）
横浜南支部　　3076　　岡　良一　　　R03.07.01　他会転出（東京会）
県央支部　　　3064　　長山　聖典　　R03.07.12　他会転出（東京会）
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　会員登録後支部長さんの事務所に伺った時、

新入会員は役員やって貰うからねと言われ翌年

から支部広報員に、寄稿文がなかなか書けなく

て、まだですかと催促の電話が度々、毎度のこ

とですが文章や作文が苦手、スラスラと書ける

ようになりたい。

（小笠原　裕）

　新型コロナウイルス感染の拡大の影響で、

巣ごもり・おうち時間など活動が増えている

と聞いています。私も世間の流れにのって始

めました。「家庭菜園」です。小学校のとき以

来植物を育てたこともなかったのですが、ネッ

トで検索しながらの学習で８種類の野菜を植

え、成果も上々で何種類かの野菜は買う必要

のないくらい収穫できています。特段におい

しいわけではないのですが見栄えは売ってい

るものと遜色ないものが出来ています。

　いやらしい話ですが、たまに行くスーパー

で野菜の値段が高いとなんだか嬉しいこの頃

です。

　　　　　　　　（稲葉健太郎）

　本年度より理事として広報部に所属すること

となりました横浜中支部の金子力也と申しま

す。初めての経験で、周りの皆様にご迷惑をか

けないようにとの思いでおります。

　近年は我々の業務をとりまく環境がスピード

を増して変化しており、しかもこれが混乱、混

沌を伴っているという状況です。

　このような社会状況下で今後も土地家屋調

査士という資格システムを維持できるかとい

う「問題」にいつか直面する日がやってきてし

まうのではないかと不安になることもあります

が、これを払拭するにはもがき苦しみながらも

調査士個人として、調査士チームとして試行錯

誤を繰り返し日々進むしかないと考えます。

　広報部の一役員として微力ではありますが、

会の皆様の助けになれればと思っております。

　今後ともよろしくお願い致します。

（金子　力也）

　皆様初めまして、県央支部の二見誠と申しま

す。本年度より広報部所属の理事に就任いたし

ました。

　理事の皆様、事務局職員の皆様の助けをいた

だきながら微力ではありますが尽力させていた

だきます。

　世の流れもあり、神調報のお伝えの仕方も印

刷媒体メインからネットでの閲覧方法を併用す

る方法に移行して何年か過ぎました。製本物を

ペラペラとめくることが出来ないことに若干の

寂しさもありますがこれも致し方ありません

ね。

　「調査士ねっとわーく」は本会ホームページ

でバックナンバーも併せていつでも見ることが

出来るので是非ご覧下さい。

（二見　誠）
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